
【多床室】（２～４人室）

介護職員処遇
改善加算Ⅰ（１日）

　介護職員等ベースアッ
プ等支援加算(１日) 滞在費 食　費 １日合計

54 10 0 300 1016
54 10 370 600 1,686
54 10 370 1,000 2,086
54 10 370 1,300 2,386
54 10 855 1,445 3,016

介護職員処遇
改善加算Ⅰ（１日）

　介護職員等ベースアッ
プ等支援加算(１日) 滞在費 食　費 １日合計

60 12 0 300 1,093
60 12 370 600 1,763
60 12 370 1,000 2,163
60 12 370 1,300 2,463
60 12 855 1,445 3,093

介護職員処遇
改善加算Ⅰ（１日）

　介護職員等ベースアッ
プ等支援加算(１日) 滞在費 食　費 １日合計

66 13 0 300 1,173
66 13 370 600 1,843
66 13 370 1,000 2,243
66 13 370 1,300 2,543
66 13 855 1,445 3,173

介護職員処遇
改善加算Ⅰ（１日）

　介護職員等ベースアッ
プ等支援加算(１日) 滞在費 食　費 １日合計

72 14 0 300 1,250
72 14 370 600 1,920
72 14 370 1,000 2,320
72 14 370 1,300 2,620
72 14 855 1,445 3,250

介護職員処遇
改善加算Ⅰ（１日）

　介護職員等ベースアッ
プ等支援加算(１日) 滞在費 食　費 １日合計

77 15 0 300 1,325
77 15 370 600 1,995
77 15 370 1,000 2,395
77 15 370 1,300 2,695
77 15 855 1,445 3,325

※　送迎加算：片道１８４円
※　食費（利用者負担分）
　　　朝食・・・ ３０５円
　　　昼食・・・ ５７０円　
　　　夕食・・・ ５７０円
　　　計　　 １，４４５円　　　　　　
※　介護保険負担割合証に記載された割合の額が２割または３割の方は、上記の自己負担額がその割合の
　 　額となります。
※　食費の合計額が負担限度額を超えても、負担限度額が１日の食費の支払上限になります。
※　緊急短期入所として受け入れた場合、緊急短期入所受入加算として、１日につき、９０円が加算されます。
※　加算の要件として定められた医療行為が必要な場合は、医療連携加算として、１日につき、５８円が加算
　 　されます。
※　若年性認知症利用者に対しては、１日につき、１２０円が加算されます。
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要介護
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利用者負担区分 自己負担（１割）
サービス提供

体制強化加算Ⅰ
夜勤職員
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 第３段階① 603 22 15
要介護
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利用者負担区分 自己負担（１割）
サービス提供

体制強化加算Ⅰ
夜勤職員

配置加算Ⅲ

  第２段階 672 22 15

指定短期入所生活介護利用料金表
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看護体制加算
Ⅰ・Ⅱ

  第１段階 603 22 15

（単位：円）
令和６年４月１日適用


